
 

トーホー 

 ２０２０年２月１日付 

 子会社の組織変更及び人事異動 

  

１．トーホーフードサービス  

（１）役員の委嘱業務の変更 

 

 

 

（２）一般人事 

 

 

 

２．トーホーキャッシュアンドキャリー  

（１）組織変更  

    ・営業部を現在の７ブロック制から８ブロック制に変更する。  

    <現  在>７ブロック制：首都圏、東海・山陰、関西、中四国、北部九州、南部九州、 沖縄 

      <変更後>８ブロック制：首都圏、東海、関西、中四国、北部九州、西部九州、南部九州、 沖縄  

    ・「店舗開発部」を廃止する。  

  

 

 

 

 



 

（２）一般人事 

 

 

 

３．トーホービジネスサービス  

（１）役員の委嘱業務の変更 

 

 

 

（２）一般人事 

 

 


